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○嘉麻市第二種運転免許取得補助金交付規程 

平成３０年３月１２日 

告示第８号 

改正 令和元年１０月１日告示第６２号 

令和２年１２月１４日告示第９９号 

（題名改称） 

令和６年３月１５日告示第８号 

（目的） 

第１条 この告示は、就業機会の拡大及び人材の確保を図り、もって市内を

運行する乗合バス路線及び市内タクシー事業の維持確保を図るため、大型、

中型又は普通第二種運転免許を取得した者に対する、予算の範囲内におけ

る嘉麻市第二種運転免許取得補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（全部改正〔令和２年告示９９号〕） 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 資格 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８６条第１項

に規定する大型、中型又は普通第二種運転免許をいう。 

（２） 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４

条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得て、市内を乗合運行

する事業者をいう。 

（３） タクシー事業者 道路運送法第４条に定める一般旅客自動車運送

事業の許可を得て、市内に事務所を置く事業者をいう。 

（一部改正〔令和２年告示９９号・６年８号〕） 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、自ら資格を取得した者であって、補助金の

交付申請時において次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 市の住民基本台帳に登録されている者 

（２） １９歳以上６５歳未満の者 
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（３） 資格の取得に要した費用の支払いを行った者 

（４） 乗合バス事業者又はタクシー事業者に乗合バス乗務員若しくは市

内を運行するタクシー乗務員として採用されている者 

（一部改正〔令和２年告示９９号・６年８号〕） 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、資

格取得に係る教習料金とする。ただし、補助金の交付を申請する日の前日

から起算して６月前までの経費を対象とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に１，０

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

嘉麻市第二種運転免許取得補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 運転免許証の写し等資格取得を証明する書類 

（２） 資格取得に要した費用の領収書の写し 

（３） 乗合バス事業者又はタクシー事業者に乗務員として採用されたこ

とを証明する書類 

（一部改正〔令和２年告示９９号〕） 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の交付の適否を決定しなければならない。 

（補助金の交付決定の通知） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の適否を決定したときは、嘉麻市

第二種運転免許取得補助金（交付・不交付）決定通知書（様式第２号）に

より、その決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとす

る。 

（一部改正〔令和元年告示６２号・２年９９号〕） 

（補助金の交付決定の取消し） 
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第９条 市長は、第７条により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことがで

きる。 

（１） 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金を交付した日から起算して３年以内に乗合バス事業者又は

タクシー事業者の乗務員を離職したとき。 

（３） 補助金を交付した日から起算して３年以内に嘉麻市から転出した

とき。 

（一部改正〔令和元年告示６２号・２年９９号〕） 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（嘉麻市補助金等交付規則との関係） 

第１１条 この告示に定めのない補助金の交付手続等については、嘉麻市補

助金等交付規則（平成１８年嘉麻市規則第４９号）の定めによらなければ

ならない。 

（追加〔令和元年告示６２号〕） 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

（一部改正〔令和元年告示６２号〕） 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月１日告示第６２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に手続中の補助金等は、なお従前の例による。 

附 則（令和２年１２月１４日告示第９９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年１２月１４日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に手続中の補助金等は、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月１５日告示第８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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